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第 24期 第 27回 北広島市農業委員会総会議事録 

 

令和 4年 9月 29日（木）15時 00分、第 27回北広島市農業委員会総会を北広島市役所 5階議場に

招集する。 

 

１  議事日程 

日程第 1  議事録署名委員の指名 

日程第 2  会期の決定 

日程第 3  報告第 1号  現況証明願による専決処分について 

日程第 4  報告第 2号  農地法第 3条の 3の届出による専決処分について 

日程第 5  議案第 1号  現況証明願について 

日程第 6  報告第 2号  現地調査委員の指名について 

日程第 7  その他 諸報告 

 

２ 応招委員  1番 茶木 義行 委員  3番 佐藤 芳之介 委員  5番 安宅 一夫 委員   

 6番 塚本 能信 委員  7番 三戸  修 委員 

 

３ 農地利用最適化推進委員出席者  阿部 知博 委員  田村 智幸 委員  

山田 智美 委員 森越 信幸 委員 

 

４ 欠席委員  2番 宮北  輝 委員 4番 佐々木 珠惠 委員  

坂本 勝則 委員 

 

５ 事務局出席者  事務局長 及川 浩司  事務局次長 山田 孝博  主査 武山 伍織 

主査 石川 正人    主事 伊藤 雄真     主事 上野 礼 

４ 事務局出席者   

 

（開会宣言  15時 00分） 
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事 務 局 

議 長 

 

安 宅 委 員 

 

 

 

＜日程第 1：「議事録署名委員の指名」＞ 

日程第 1、「議事録署名委員の指名」を行います。本日の署名委員として総会規則第 13条

の規定により 3番 佐藤委員、5番 安宅委員、以上 2名を指名いたします。 

 

＜日程第 2：「会期の決定」＞ 

日程第 2、「会期の決定について」お諮りいたします。本会議の会期は、令和 4年 9月 29

日、本日 1日と決したいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。会期は本日 1日と決しました｡ 

 

＜日程第 3：報告第 1号「現況証明願による専決処分について」＞ 

報告第 1号「現況証明願による専決処分について」を議題といたします。事務局から、報

告案件の朗読をお願いいたします。 

（報告案件朗読） 

報告案件の朗読が終わりました。これより質疑を行います。 

（「質疑なし。」の声） 

 質疑なしと認めます。報告第 1 号は、報告のとおり承認することにご異議ございません

か。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。報告第 1号は、報告のとおり承認することに決しました。 

 

＜日程第 4：報告第 2号「農地法第 3条の 3の届出による専決処分について」＞ 

報告第 2号「農地法第 3条の 3の届出による専決処分について」を議題といたします。事

務局から、報告案件の朗読をお願いいたします。 

（報告案件朗読） 

報告案件の朗読が終わりました。これより質疑を行います。茶木委員どうぞ。 

番号 1、番号 2の現況を教えてください。 

番号 1についてですが、道央農業振興公社を介して○○○の○○○○○○に牧草として貸

し付けております。相続された方につきましても、継続して賃貸をするということで伺って

おりますので、問題ないかと思います。 

番号 2につきましては、自己管理している土地でございまして、相続をされた○○○○に

ついても親族間で管理していくということで伺っております。以上です。 

他に何かございませんか。質疑がないようですので、質疑なしと認めてよろしいですか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。報告第 2 号は、報告のとおり承認することにご異議ございません

か。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。報告第 2号は、報告のとおり承認することに決しました。 

 

＜日程第 5：議案第 1号「現況証明願について」＞ 

議案第 1号「現況証明願について」を議題といたします。事務局から、議案の朗読をお願

いいたします。 

（議案朗読）  

議案の朗読が終わりました。この案件につきましては、現地調査委員会による現地調査が

実施されていますので、安宅委員長より調査結果の報告をお願い致します。 

 令和 4年 9月 14日、現況証明願による現地調査を塚本委員、三戸委員、私の 3名で実施

しましたので、結果についてご報告いたします。 

番号 1、○○○○氏願出地、場所は○○地区で、○○○○線を○○方面に進み○○○○○

○線へ 860ｍ下り、○○○○○○線に入って 3.5km進み右手の住宅付近に位置する土地 3筆
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でございます。 

○○○○、○○○の 2 筆については平成 20 年度に農地利用状況調査により非農地通知書

が発出されており、現況は発出された当時と変わらないことを確認しました。また、○○○

○の 1筆については、10年以上住宅敷地の一部として利用されており、花や庭木が植えられ

ていることから、農地性が低いと判断し、3筆すべてを「非農地」と認定いたしました。以

上、現地調査結果報告といたします。 

ご苦労様でした。これより質疑を行います。何か質疑ございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。議案第 1号については、提案のとおり決定することにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第 1号については、提案のとおり決定いたしました。 

 

＜日程第 6：議案第 2号「現地調査委員の指名について」＞ 

議案第 2号「現地調査委員の指名について」を議題といたします。現地調査委員の指名に

つきましては、現況証明事務処理規程第 5条の規定により、私から指名いたします。1番 茶

木委員、2番 宮北委員、3番 佐藤委員、調査補充委員として、4番 佐々木委員を指名い

たします。 

 

＜日程第 7：「その他、諸報告について」＞ 

 諸報告を行います。事務局から発言を求められておりますので、これを許します。 

それでは、諸報告を行います。1点目、次回の第 28回農業委員会総会につきましては、令和

4年 10月 25日火曜日、午前 9時 30分から北広島市役所 5階議場で予定をしております。2

点目、会長と事務局の動静報告についてでございます。8 月・9 月につきましては記載のと

おりでございます。10月 25日第 7回常設審議委員会が札幌第二水産ビルで開催されます。

現時点では会長が出席される予定です。また、当日農業委員会総会が午前 9 時 30 分より議

場で開催されます。北広島市議会令和 4年第 3回定例会が 9月 30日をもって閉会の予定で

ございます。3点目、次回現地調査委員会の日程についてでございます 10月 17日月曜日 9

時 00分からを予定としておりますが茶木委員、佐藤委員いかがでしょうか。宮北委員、佐々

木委員には事務局より確認をとりたいと思います。よろしくお願いいたします。4点目、令

和 4年度地区別農業委員・農地利用最適化推進委員等研修会について及び物価高騰等影響事

業者支援金についてご説明させて頂きます。 

私からは別紙でお配りしております、令和 4年度地区別農業委員・農地利用最適化推進委

員等研修会の開催について説明いたします。 

新型コロナウイルス感染症が発生する以前は毎年札幌市内にて開催されておりました標

記研修会について、ここ 2 年間は資料の配布のみで対応しておりましたが、今年度は 12 月

7日水曜日の 13時 30分より自治労会館にて行われることとなりました。基本的には皆様に

ご参加いただきます研修となりますので、ご対応のほどよろしくお願いいたします。参加が

難しい場合は事務局までご連絡くださいますようお願いいたします。 

詳しい集合時間等については 11 月の総会時までにご報告させていただきますのでよろし

くお願いいたします。以上です。 

 私からは、物価高騰等影響事業者支援金につきましてご案内させて頂きます。こちらの事

業ですが、新型コロナウイルス感染症対策をしている市内の事業者に対しまして費用負担等

軽減するためということで、物価高騰等の影響を受けている事業者の方への支援金になりま

す。7月 1日から募集が始まり 9月末までということでしたが、10月 31日まで募集期間が

延長されておりまして、農業者の方も広く応募できるものとなっております。内容につきま

しては、今後改めて認定農業者等には農政課からご案内差し上げるのと、農協へ依頼を出し

ておりまして、組合員の方につきましては農協からご案内がいくこととなっております。支

援金の内容といたしましては、今年の 1月から 5月の間で経費がかかっている状況になって
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議 長 

 

いるか、若しくは、売り上げの低下ということが書類で説明できる状況であれば申請可能と

なっておりまして、一律 3万円となっております。経費につきましては、軽油代など広く出

せるものとなっておりまして、単価上昇を確認できるものがあればそのまま申請できます。

物価高騰対策ということで、市で進めている独自事業ですので是非、活用頂きたいなと思っ

ております。申請先については、商工業振興課ということで今後ご案内する資料をご覧いた

だければと思います。よろしくお願いいたします。私からは以上です。 

委員の皆さまから何かございませんか。それでは以上をもちまして第 27 回北広島市農業

委員会総会を閉会といたします。ご苦労様でした。 
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（閉会宣言 15 時 30 分） 

 

 

 以上、総会議事を記録し、正確を期するためここに署名する。 

 

 

令和  年  月  日   

 

 

 

    

議 長 

  

署 名               

 

議事録署名委員 

 

   番 

 

署 名 

 

議事録署名委員  

 

   番 

 

署 名 

 

 


